
はじめに

本稿では､ ｢１人当たり県民所得｣ の変動係

数を地域間格差の指標として､ 高度成長期から

現在に至るまでの地域間格差の変遷とその背後

にあるメカニズムについて考察する｡ 結論とし

て､ 各地域の就業者比率でみた産業構造や実質

賃金・労働生産性の違いが､ 地域間格差の発生

に大きな役割を果たしていることを得る｡

地域間格差を測る指標にはさまざまなものが

存在し､ 同じ数だけ地域間格差を考える視点が

ある｡ しかし､ 問題の根源は､ 比較する地域に

居住する人々の効用 (満足度) の違いである｡

人々の効用は､ 単なる所得という経済的なもの

ばかりから得られるのではない｡ 居住する地域

での就職のしやすさ､ 物価水準､ 名目賃金など

に加え､ 社会的共通資本の整備や公共サービス､

自然環境などの複数の要素を総合し､ 勘案して

初めて人々の効用を測ることができる｡ 逆に言

えば､ 地域間で経済的な格差があったとしても､

最終的な効用に格差がなければ問題でない｡

しかし､ 所得という経済的な側面が効用に及

ぼす影響は大きいと考えるのが直観的にも自然

であろう｡ そのため､ 地域間の格差を測る指標

として､ 失業率､ 物価の地域差を考慮した賃金

格差､ １人当たり県民所得などがよく用いられ

る｡

地域間の格差が生じる要因として､ さまざま

な事柄が考えられる｡ 格差の原因として､ 産業

構造や労働生産性・実質賃金の違いを取り上げ

る｡ 産業が一か所に集中することによる集積効

果や他地域との交流の活発さ､ また､ 人口の流

出入､ 社会的共通資本の相違､ 所得移転なども

地域間格差を考える上で非常に重要であるが､

こうした視点を取り入れることはできなかった｡

また､ １人当たり県民所得は､ 各地域での平均

値であり､ 地域間の格差を測る指標となりうる

が､ 個々の地域内での所得格差の情報は失われ

てしまうことにも留意されたい｡

以下では､ 地域間格差の原因となる実質賃金､

労働生産性及び産業構造について詳しくみたの

ち､ これまでの日本の地域間格差について分析
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する｡ 高度成長期の地域間格差は逆Ｕ字型を描

いており､ この時期の格差は現在のそれよりも

大きな値を示している｡ 高度成長期では都道府

県によって産業構造の違いが非常に大きく､ こ

のことが地域間の格差を生み出した１つの要因

である｡ 技術革新が進んだ1960年代では､ 製造

業の労働生産性上昇が地域間格差の１要因となっ

た｡ 1974年以降では､ 産業構造の違いは緩やか

に縮小しており､ この時期の地域間格差の背景

として､ 東京都を主とする都市部の労働生産性

の相対的な上昇と下降があることをみる｡ また､

近年の地域間格差について､ その背景を探る｡

Ｉ 地域間格差の動向

１ 県民経済計算

１人当たり県民所得を地域間格差の指標とし

て用いるが､ これは ｢県民経済計算｣ 体系の一

部として､ 各都道府県が推計したものである｡

県民経済計算は､ 内閣府によりまとめられ､ 毎

年 『県民経済計算年報』 として発表される｡ 県

民経済計算は､ 国民経済計算体系の基本的な考

え方を都道府県という行政単位に適用したもの

で､ その地域の経済活動を測るための指標を提

供する｡

日本で採用されている国民経済計算の標準方

式 (System of National Accounts) は､ 国連が

提案したものであり､ 2000年に新しい方式であ

る93SNAに全面的に移行した｡ これを踏まえ

て県民経済計算についても2002年に93SNAに

準拠した標準方式と推計方法が示された(1)｡ そ

のため､ 県民経済計算では､ 過去の値と現在発

表される値の推計方法が異なり､ 両者の比較が

できない(2)｡

次の図１は､ 県民経済計算で示される各種の

指標の相互関連をまとめたものである｡
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� 鈴木多加史 ｢地域格差をどう測るか｣ 『追手門経済・経営研究』 �, 2005.3, p.1.

� 現在では､ 内閣府により新しい推計方法による値が1990年まで遡って公表されている｡ 本稿では､ 期間を区別

することで､ データの推計方法の整合性をとっている｡

図１ 県民経済計算の各指標の相互関連

産 出 額

生 産 県内総生産 (市場価格表示) 中間投入

県内純生産 (市場価格表示)
固定資
本減耗

県内純生産 (要素費用表示)
生産・輸入品に
課される税－補助金

雇用者報酬 財産所得 企業所得

県民所得 (要素費用表示)

分 配
県外から
の純所得

県内純生産 (要素費用表示)
生産・輸入品に
課される税－補助金

県民所得 (市場価格表示)
その他の経常移転

(純)

県民可処分所得 (市場価格表示)

民間最終
消費支出

政府最終
消費支出

県内総資本形成 財貨サービスの移出入

支 出
県外から
の純所得

県内総支出 (市場価格表示)

県民総所得 (市場価格表示)

(出典) 内閣府 『県民経済計算年報』 (平成17年版)から作成｡



県民経済計算も国民経済計算と同じく､ 経済

活動を生産､ 分配及び支出の３つの面から捉え

る｡ これらは､ 理論的には一致する数値である

(三面等価の原則)｡ 図中にある市場価格表示と

は､ 市場で取引される価格による評価方法であ

る｡ また､ 要素費用表示とは､ 生産に必要とし

た投入要素へ支払われた費用 (雇用者報酬､ 営業

余剰など) による評価であり､ 生産・輸入品に

課される税金から補助金を差し引いたものを含

まない価格表示のことである(3)｡

１人当たり県民所得とは､ 要素費用表示の県

民所得を総人口で除したものである｡ したがっ

て､ 図の中段の分配の部分に示されるように､

県民所得には､ 雇用者報酬､ 財産所得だけでな

く企業所得も計上されており､ 個人の所得水準

を表すものではない｡ 以下では､ 県民所得と表

記する場合､ 要素費用表示の県民所得を指す｡

本稿では､ 分配面からみた県民所得の他に､

生産面から見た要素費用表示の県内純生産にも

着目する｡ これは生産面と分配面のどちらにも

現れるが､ これに県外からの純所得を合計した

ものが､ 県民所得となる｡

都道府県での経済力を測る場合､ その県に住

居を置く人々の生産活動を測るのか(県民概念・

属人主義)､ 県内の経済部門の集計として生産

活動を測るのか (県内概念・属地主義) という２

つの見方がある｡ １人当たり県民所得は､ 前者

の属人主義に属する｡ 属地主義から見た１人当

たりの生産活動の指標は､ 県内就業者１人当た

り県内総 (純) 生産がこれに該当する｡

国レベルでは､ あまり問題にならないが､ 都

道府県レベルでは､ 就業者の居住地と就業地が

異なる場合が非常に多いと考えられる｡ そのた

め､ 属人主義による１人当たり県民所得と属地

主義による就業者１人当たり県内総 (純) 生産

とでは､ その意味が異なるため､ 指標として用

いる場合には注意を払う必要がある｡

２ １人当たり県民所得の動向

所得分布の不平等を測るための尺度としてよ

く用いられるものにジニ係数(4) がある｡ ジニ

係数が０に近ければ､ 所得分布は均等に近く､

１に近づくにつれて所得分布の不平等度は高く

なる｡ 図２は､ 1955年から2003年までの１人当

たり県民所得(5) のジニ係数の推移をグラフに

したものである｡ なお､ 図中では､ 数値を見や

すくするため､ ジニ係数に100を乗じた値とし

ている｡

図２を見ると､ 地域間格差は1955年から1961

年まで上昇傾向にある｡ 1961年以降､ 格差は縮

小傾向にあり､ 1970年に12.04までやや上昇し

た後､ 1975年に7.15まで低下している｡ 1975年

以降は､ 緩やかに上昇を続け､ 1988年から1990

年まで9.10と拡大した後､ 1990年代では格差は

縮小している｡ 格差は､ 2001年に6.68と1955年

以降もっとも小さくなったのち上昇に転じてお

り､ 足元の2003年でのジニ係数は7.52である｡

このように見ると､ 地域間格差は､ 高度経済

成長期､ オイルショック､ 東京一極集中､ バブ

ル崩壊､ 失われた10年などの日本経済のキーワー

ドとなった事象に呼応した動きをしているよう

にも見える｡
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� 内閣府 ｢県民経済計算の解説｣ 『県民経済計算年報』 (平成15年版), p.339.

� １次元データの散らばりの尺度として､ データの各対ごとの隔たりの平均�
�
�
�
���������

�を考え､ これを平

均差という｡ この平均差と平均値×２の比をジニ係数という｡ 『基礎統計学Ⅰ 統計学入門』 東京大学出版会, 1991,

p.39.

� 本稿で用いた１人当たり県民所得の出典は､ 次のとおりである｡ 1955年－1971年：経済企画庁 『県民所得統計』

(昭和30－46年度)､ 1972年－1974年：経済企画庁 『県民所得統計年報』 (昭和52年版)､ 1975年－1989年：内閣府

『県民経済計算年報』 (平成14年版)､ 1990年－2003年：内閣府 『県民経済計算』 (平成15年度)｡



図３は､ １人当たり県民所得の順位について､

上位及び下位の動向をグラフにしたものである｡

直近の2003年で見た場合､ 東京都は全県計の

1.44倍､ 上位３県の平均値は全県計の1.23倍､

上位５県の平均値は全県計の1.17倍となってい

る｡ また､ 下位３県及び下位５県の平均値は､

それぞれ全県計の0.72倍､ 0.73倍である｡

図２のジニ係数の推移からも推測されるよう

に､ 1975年前後で上位と下位の比率の動向には､

大きな違いがみられる｡ 1975年以前では､ 上位

県と下位県の格差は大きいが､ この期間は縮小

傾向にある｡ 1975年以降､ 上位県と下位県の全

県計との比率はほぼ横ばいであるが､ 東京都は､

その比率を1979年の1.35倍から1989年の1.54倍

にまで上昇させ､ それ以降低下している｡ 図２

のジニ係数で見ると､ この期間の地域間格差は

上昇し､ 1990年以降低下しているが､ 図３をみ

ると上位３及び５県の比率はほぼ横ばいである｡

東京都の１人当たり都民所得の相対的な上昇と

低下が､ この時期の地域間格差の拡大と縮小の

原因であることを示唆している｡ また､ 近年東

京都の比率は再び上昇している｡

表１は､ 1956年から2003年までの上位５県と

下位５県の県名と１人当たり県民所得の額であ
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図２ １人当たり県民所得のジニ係数 (1955－2003)

(出典) １人当たり県民所得は､ 本文脚注�を参照｡ １人当たり県民所得についてジニ係数を算出し､ 作成｡

図３ 上位県と下位県との格差の推移 (1956－2003)

(出典) 各都道府県の１人当たり県民所得を元に作成した｡ １人当たり県民所得は､ 本文脚注�を参照｡

	��


	���

	���

	���

	�	�	�	� 	�	�


���


���


���


��� 
���

	��	

	���

	���

	���


��


��


��

	�


	��

	��

	��

	��

��


	��� 	��� 	��� 	��� 	��� 	��	 	��� 	��� 	��
 	��� 	��� 	��� 	��� 	��� 	��� �

	

���������� ����������

���������� ����������

�������



る｡

これをみると､ 下位５県間での１人当たり県

民所得の散らばりは小さいが､ 上位５県間では､

東京都が飛びぬけて水準が高い場合が多く､ 散

らばりが大きい｡ また､ 2003年での沖縄県の１

人当たり県民所得は204.2万円であり､ 東京都

の426.7万円の半分以下である｡ このように地

域間の１人当たり県民所得には､ 明らかに格差

が生じている｡

図４は､ １人当たり県民所得の変動係数を100

倍したものをグラフにしたものである｡ 変動係

数とは､ ジニ係数と同じく､ 所得分布の不平等

度を測る指標であり､ 分布の標準偏差を平均で

除したものである｡ この値が小さければ格差は

小さく､ 値が大きければ格差は大きいことを示

している｡

１人当たり県民所得の変動係数でみた地域間

格差もジニ係数と同様に､ 1955年以降格差は拡

大したのち､ 1961年の28.18をピークとして､

1979年の13.26まで縮小している｡ 1975年以降､

1989年の17.03まで緩やかに拡大した後､ 2001

年まで縮小している｡ その後､ 格差は拡大に転

じており､ 2003年時点で14.19となっている｡

図４の網掛け部分は､ 景気の山から谷への期

間(6) である｡ 景気拡大期には格差が拡大し､

景気後退期には格差が縮小している場合が多い｡

これをまとめたものが表２である｡
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表１ 上位５県と下位５県の移り変わり (１人当たり県民所得)
(単位：1,000円)

1956 1962 1971 1979 1985 1993 1997 2003

東京都 153
大阪府 131
兵庫県 108
神奈川県 106
愛知県 105

東京都 312
大阪府 259
神奈川県 243
愛知県 212
兵庫県 188

東京都 952
大阪府 818
神奈川県 783
愛知県 715
京都府 672

東京都 2,134
大阪府 1,806
愛知県 1,761
神奈川県1,750
栃木県 1,724

東京都 3,203
愛知県 2,588
大阪府 2,423
神奈川県2,384
静岡県 2,309

東京都 4,055
大阪府 3,487
神奈川県3,368
千葉県 3,364
愛知県 3,343

東京都 4,315
愛知県 3,638
滋賀県 3,471
神奈川県3,452
大阪府 3,388

東京都 4,267
愛知県 3,403
静岡県 3,226
滋賀県 3,205
神奈川県3,184

宮崎県 60
茨城県 59
岩手県 59
沖縄県 50
鹿児島県 48

岩手県 116
長崎県 114
宮崎県 109
鹿児島県 96
沖縄県 91

秋田県 418
熊本県 408
島根県 404
鹿児島県 357
沖縄県 342

宮崎県 1,203
島根県 1,155
沖縄県 1,153
鹿児島県1,151
長崎県 1,143

鹿児島県1,617
長崎県 1,616
青森県 1,606
沖縄県 1,601
宮崎県 1,537

秋田県 2,306
宮崎県 2,216
長崎県 2,191
鹿児島県2,161
沖縄県 2,081

高知県 2,414
青森県 2,394
長崎県 2,362
鹿児島県2,278
沖縄県 2,099

鹿児島県2,239
高知県 2,238
長崎県 2,187
青森県 2,160
沖縄県 2,042

全県計 86 全県計 176 全県計 631 全県計 1,584 全県計 2,205 全県計 3,038 全県計 3,174 全県計 2,958

(出典) １人当たり県民所得については､ 本文脚注�を参照｡

図４ １人当たり県民所得の変動係数 (1955－2003)

(出典) １人当たり県民所得は､ 本文脚注�を参照｡ １人当たり県民所得について変動係数を算出し､
作成した｡ 図中の網掛け部分については､ 内閣府 『景気基準日付』 (月次ベース) による｡
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12回の景気拡大期のうち､ 地域間格差が拡大

したのは８回､ 11回の景気後退期に､ 格差が縮

小したのは､ ８回であることがわかる｡

変動係数は､ 構成要素の格差の和として要素

分解が可能なため､ 以降では､ 地域間の経済格

差を示す指標として１人当たり県民所得の変動

係数を用いることとする(7)｡

Ⅱ 地域間格差の要因

１ 地域間格差のモデル

本稿では､ 地域間格差の原因を実質賃金及び

労働生産性と産業構造との関連に求める｡ 地域

によって実質賃金や産業別労働生産性が異なれ

ば､ 地域間格差が生じるのは直観的にも明らか

である｡ しかし､ 実質賃金や産業別労働生産性

が地域間で同一であっても､ 産業ごとの就業者

比率 (産業構造) が異なれば､ 地域間格差は生

じうる｡ 最初にモデルを用いてこれらの関係を

みておこう｡

ＡとＢの２つの県があり､ 各県には､ ＸとＹ

の産業があるとする｡ 両県には､ 仮に10人が居

住しており､ それぞれ次表のように各産業に就

業しているとする｡

産業Ⅹに就業する労働者は､ １人で100円の

価値を生み出すとしよう｡ すなわち､ 産業Ⅹの

労働生産性は100円である｡ 一方産業Ｙの労働

生産性を80円とする｡ このとき､ Ａ県の県民総

生産は､ 100円×８人＋80円×２人＝960円であ

り､ Ｂ県の県民総生産は､ 100円×３人＋80円

×７人＝860円である｡ したがって､ Ａ県の１

人当たり県民総生産は96円となり､ Ｂ県の１人

当たり県民総生産は86円となる｡ このように､

地域間で産業別の労働生産性が同一であっても､

就業者比率でみた産業構造が異なる場合､ １人

当たり県民総生産に格差が発生することになる｡

上記の文章で､ 労働生産性という言葉を賃金

と置き換えれば､ １人当たり県民所得でもやは

り格差が生じることがわかる｡ もちろん､ Ａ県

とＢ県の間で､ 産業ＸとＹの労働生産性 (又は

賃金)が一致する必然性はあまりない｡ したがっ

て､ 労働生産性 (又は賃金) が地域間で異なれ

ば､ さらに格差の原因となりうることは明らか

である｡

２ 実質賃金

� 実質賃金の地域別・産業別格差

県民経済計算での県民所得は､ 雇用者報酬､

財産所得及び企業所得の和として定義されてい

る(8)(図１)｡ 雇用者報酬の多くを占める賃金の

格差についてみてみよう(9)｡ 地域間・産業間で

実質賃金の格差がある場合､ 理論的に導かれる

結果について確認しておく｡

レファレンス 2006.４88

産業Ｘ 産業Ｙ

Ａ 県 ８人 ２人

Ｂ 県 ３人 ７人

� 内閣府 『景気基準日付』 (月次ベース) <http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/menu.html>

� 本稿では就業者比率からみた産業構造を取り扱うので､ 就業者１人当たり県内純生産がより適当な指標と考え

られる｡ しかし､ データを整合的に取得できる期間が長いこと､ また地域間格差として用いられる頻度などから

１人当たり県民所得を用いた｡

表２ 景気循環と地域間格差の変動

景気基準日付

山 谷
拡大 後退

第３循環
第４循環
第５循環
第６循環
第７循環
第８循環
第９循環
第10循環
第11循環
第12循環
第13循環
†

1957. 6
1961.12
1964.10
1970. 7
1973.11
1977. 1
1980. 2
1985. 6
1991. 2
1997. 5
2000.11

1958. 6
1962.10
1965.10
1971.12
1975. 3
1977.10
1983. 2
1986.11
1993.10
1999. 1
2002. 1

+
+
-
+
-
+
+
+
+
-
-
+

-
-
-
-
-
-
+
+
-
-
+

8/12 8/11

(出典) 内閣府 『景気基準日付』 から作成｡ なお†の行は第13
循環の景気の谷のあとの拡大期間である｡



まず､ 労働供給の観点からみてみよう｡ ２つ

の地域間に賃金格差がある場合､ 労働者はより

高い実質賃金を求めて地域間を移動する(10)｡

この労働需給の調整過程で､ 実質賃金の低い地

域では､ 労働供給が減少し､ 実質賃金が上昇す

る｡ 同時に実質賃金の高い地域では､ 労働供給

が増加し､ 実質賃金が低下する｡ 両地域での賃

金格差が解消されるまで､ 労働者の移動が続き､

最終的には地域間の実質賃金は同一となる｡

また､ 労働需要の観点から考えると､ 資本は

労働に対して移動コストが低く､ 相対的に低廉

な賃金コストを有する地域に進出しやすい｡ 工

場の建設といった資本の進出は､ その地域の労

働需要を増加させ､ 賃金もそれにつれて上昇す

るため､ 地域間の実質賃金の違いは縮小する｡

これがシンプルな新古典派的経済学の理論か

ら導かれる結果である｡ また､ 産業間に賃金格

差がある場合も､ 同じようなロジックによって

労働者､ 資本は産業間を移動し､ 実質賃金はす

べての産業で等しくなる｡

現実には､ 地域間・産業間で賃金の格差は存

在するであろう｡ 格差の存在には､ 移動コスト

や情報の偏在などの理由が考えられる｡ もっと

も､ 上記の理論で重要なことは実質賃金が地域

間・産業間で等しくなるということではなく､

労働者がよりよい実質賃金を求め､ また資本が

より安価な労働コストを求めて地域間・産業間

を移動するということである｡

実際に､ 都道府県間・産業間で賃金に格差が

あるかをみるため､ 2003年の都道府県別・産業

別の実質賃金のデータについて分析を行ったと

ころ､ 都道府県間及び産業間により実質賃金に

格差が存在しないという仮説は統計的に否定さ

れた(11)｡

各産業ごとに賃金の地域間格差をみるために､

産業別実質賃金の変動係数を100倍したものの

1985年から2003年までの推移をグラフにしたも

のが図５である｡
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� 県民所得の要素別構成比を2003年での全県計でみると､ 雇用者報酬が71.5％､ 企業所得が26.1％､ 財産所得が

2.5％となっている｡

� 2003年での全県計でみると､ 賃金・俸給は雇用者報酬の84.1％を構成している｡

� 生産技術など経済的背景が同一である､ 労働移動に障壁がない､ 移動コストが不要､ 情報の非対称性が存在し

ない等の条件が必要となる｡
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図５ 産業別でみた賃金格差 (変動係数)の推移 (1985－2003)

(出典) データについては､ 本文脚注�を参照｡ 得られた産業ごとの実質賃金について､ 変動係数を各年に
ついて算出し､ 作成｡

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003



図中での変動係数の値が大きければ､ 地域間

での格差が大きいことを表している｡ 産業計で

みた賃金格差は､ 1985年から緩やかな縮小傾向

にあるが､ 1994年以降やや緩やかな拡大に転じ

ている｡ 各産業ごとに見た場合､ もっとも格差

が大きいのは､ 製造業であり､ 次いで建設業で

ある｡ もっとも格差が小さいのは金融・保険業

である｡ 製造業では､ 1996年ごろまで賃金格差

は緩やかに縮小しているが､ それ以降は横ばい

である｡ 建設業では､ 地域間の賃金格差は1999

年以降やや拡大傾向にある｡ 一方金融・保険業

では1995年以降､ 格差は拡大傾向にある｡

３ 労働生産性

労働生産性とは､ 就業者１人が生み出す付加

価値である｡ この労働生産性に格差が生じる背

景には､ 各都道府県による生産技術や資本装備

率の違い､ また､ 土地・河川・海といった移動

が不可能な生産要素の存在があると考えられる｡

Ⅰ章で､ 東京都の１人当たり都民所得が他の

上位県よりも高いことをみた (図３)｡ 労働生

産性の地域間・産業間の格差を調べるに当たっ

て､ 東京都とその他の県との労働生産性の格差

に注目したい｡ というのも､ 他県に比べ､ 東京

都の労働生産性は飛びぬけているからである｡

� 東京都と他県との労働生産性の比較

東京都の１人当たり都民所得とその他の県の

１人当たり県民所得との違いがどのように生じ

ているかを見るために､ 要因分解を行う(12)｡

１人当たり県民所得は､ 分配面から見た数値で

あるが､ 次のように要因別に分解することで生

産面から見た労働生産性との関連を見ることが

できる｡

１人当たり県民所得＝
県民所得
人口

＝
県民所得
県内純生産

�
県内純生産
就業者

�
就業者
人口

＝県民分配率×労働生産性×就業者比率

ここでの労働生産性とは､ 県内の経済活動に

より生み出された純付加価値 (県内純生産) を

同県内に就業する人数で除したものである｡ 県

民分配率とは､ 県内で生み出された純付加価値

のうち､ どれだけがその県に住居を置く人々に

分配されたかを示す｡ 就業者比率とは､ その県

に居住する人数とその県で就業する人数との比

率(13) である｡ 労働生産性は属地主義の概念で

あるが､ 県民所得は属人主義の概念である｡ こ

の両者をつなぐのが､ 就業者比率及び県民分配

率となる｡

2000年から2003年までの東京都と東京都を除

く全国計での１人当たり県民所得を上記の式に

基づいて要因分解したものが表３である｡

東京都の１人当たり都民所得は､ 東京都を除

く全国計の約1.5倍である｡ また､ 東京都の就

業者比率は､ 70％弱となっており､ 他県の就業

者比率の48％前後と比べて非常に高いようにみ

える｡ しかし､ 周辺県の就業者比率は､ 逆に平

均よりも低いことがわかっており(14)､ 周辺県

から就業者が流入していることを示唆している｡

同じ理由で､ 東京都の県民分配率は､ 100％以

下となっている｡ 労働生産性の違いを確認して
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� 独立行政法人労働政策研究・研修機構による労働統計データベース <http://stat.jil.go.jp/> によるデータを

用いた｡ 厚生労働省 『賃金構造基本統計調査』 (前述のデータベース)から ｢きまって支給する現金給与額｣ を都

道府県別・産業別に集計し､ 総務省 『消費者物価指数年報』 (各年版)から ｢消費者物価地域差指数｣ の ｢持家の

帰属家賃を除く総合｣ で除したものを実質賃金とした｡ 都道府県別・産業別実質賃金は分散の等しい正規分布に

したがうと仮定し､ 分散分析を行った結果､ 都道府県による賃金の差はない､ また､ 産業による賃金の差はない

という帰無仮説は､ 有意水準１％で棄却された｡

� この要因分解は､ 経済企画庁 『景気拡大が浸透した地域経済：平成２年地域経済レポート』, 1990, p.54.による｡

� ここでの就業者は､ その県に居住し､ かつ､ その県で就業する人ではなく､ 他県から通勤する人なども含まれる｡



おこう｡ 2003年での東京都を除く全国計の労働

生産性が558.8万円であるのに対して､ 東京都

は735.8万円となっており､ 労働生産性の格差

が１人当たり県民所得の格差の背後にあること

がわかる｡

図６は､ 1980年から1997年までの東京都と東

京都を除く全国計との差の推移をグラフにした

ものである｡

東京都を除く全国での県民分配率は､ 緩やか

な上昇を続けている｡ その一方で東京都の県民

分配率は低下を続けており､ 他県から流入する

就業者数が増えていることを示唆している｡ ま

た､ １人当たり県民所得の差と労働生産性の差

は1980年から1990年まで拡大傾向にあり､ それ

以降縮小している｡

� 東京都と他県との産業別労働生産性の比較

東京都とその他の県との各産業からみた労働

生産性の違いをみてみよう｡ 産業別労働生産性

として産業別県内総生産を就業地ベースの産業

別就業者数で除したものを用い､ 2003年での東

京都とその他の県についてまとめたものが表４

である｡

東京都の労働生産性は､ 全産業でみると他県
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表３ 県民所得の要因分解 (2000－2003)

東 京 都 東京都を除く全国計

１人当たり都
民所得 (万円)

就業者比率
(％)

労働生産性
(万円)

県民分配率
(％)

１人当たり都
民所得 (万円)

就業者比率
(％)

労働生産性
(万円)

県民分配率
(％)

2000
2001
2002
2003

431.6
419.8
408.0
426.7

70.5
69.9
69.0
67.9

749.2
735.5
718.4
735.8

81.7
81.7
82.2
85.4

295.6
284.0
279.3
281.8

48.3
47.9
47.4
47.2

574.3
554.7
551.4
558.8

106.5
106.9
106.9
106.9

(出典) 内閣府 『県民経済計算』 (平成15年度) から作成｡
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図６ 東京都とその他の県の労働生産性格差の推移 (1980－1997)

(出典) 内閣府 『国民経済計算年報』 (平成17年版)；内閣府 『県民経済計算年報』 (平成14年版)；東京都
『都民経済計算年報』 (平成11年度) から作成｡

� 内閣府 『県民経済計算』 (平成15年度)によれば､ 県内就業者比率は､ 2003年で埼玉県が39.3％､ 千葉県が38.2

％､ 神奈川県が40.8％である一方､ 全県計は49.6％である｡ 東京都が公表した居住地ベースの就業者数を単純に

東京都の人口で除した場合の就業者比率は､ 49.1％であり､ 全県計とほぼ同じである｡ 東京都の公表データは､

東京都 『平成15年度都民経済計算 統計表』 による｡



の1.46倍である｡ 東京都が他県に比べて､ 労働

生産性が1.7倍を超えている産業は､ 金融・保

険業､ サービス業である｡ 製造業､ 不動産業(15)

については1.0倍を切っており､ それらの業種

の労働生産性は他県と比べて低い｡

図７は､ 1980年から1997年について東京都と

他県との産業別の労働生産性比率の推移をグラ

フにしたものである｡

東京都の全産業で見た労働生産性は､ 1980年

から1989年まで上昇し､ 他県との比率は1.35倍

から1.58倍にまで上昇した｡ それ以降､ 全産業

でみた労働生産性の比率は､ 低下傾向にある｡

個別の産業をみてみると､ 目を引くのは金融・

保険業の動向である｡ 1980年の1.40倍からピー

ク時の1987年までに2.60倍まで比率は上昇し､

それ以降急速に低下している｡ こうした動きは､

1980年代後半のバブルの発生と崩壊の動きに一

致している(16)｡

次に労働生産性の差が大きいのはサービス業

であり､ どの時期をみても比較的安定してその

他の県よりも高いことが読み取れる｡

1990年以降､ 労働生産性の差が縮小している

産業が多い中で､ 緩やかながらも比率の上昇を
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� 国民経済計算と同様､ 県民経済計算の不動産業には持ち家が含まれる｡ すなわち､ 持ち家の所有者は住宅賃貸

業を営む家主であると同時に借家人でもあり､ 自らに家賃 (これを ｢持ち家の帰属家賃｣ という｡) を支払い､ 受

け取るとみなされる｡ 持ち家の帰属家賃は不動産業の生産額に含まれ､ このため､ 県民経済計算の不動産業の労

働生産性は高く出ることに注意する必要がある｡

� 銀行業務についての主たる収益源は､ 貸出による利益である｡ 日本銀行 『経済統計年報』 (1991)の ｢全国銀行

都道府県別貸出残高｣ から､ 全国計に対する東京都の貸出残高シェアを産出すると､ 1984年に46.3％であったの

が､ 1986年48.9％､ 1988年49.5％と上昇したのち1989年に45.0％へと急激に低下している｡

表４ 東京都とその他の県との産業別労働生産性(2003)
(単位：万円)

東 京 都
東 京 都 を
除く全国計

東 京 都 と
他県の比率

農 林 水 産 業
鉱 業
建 設 業
製 造 業
卸 売 ･ 小 売 業
金 融 ･ 保 険 業
不 動 産 業
運 輸 ･ 通 信 業
電気・ガス・水道業
サ ー ビ ス 業
公 務
全 産 業

175.5
1222.2
827.5
778.1
783.8
3095.8
5221.1
1052.7
5416.8
899.3
1417.6
1102.9

167.0
936.2
504.0
930.0
522.3
1556.7
8708.0
762.0
3257.8
512.9
1251.7
753.0

1.05
1.31
1.64
0.84
1.50
1.99
0.60
1.38
1.66
1.75
1.13
1.46

(出典) 内閣府 『国民経済計算年報』 (平成17年版)；内閣府
『県民経済計算』 (平成15年度)；東京都 『都民経済計
算年報』 (平成15年度) から作成｡
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図７ 産業別でみた東京都とその他の県との労働生産性比率の推移 (1980－1997)

(出典) 内閣府 『国民経済計算年報』 (平成17年版)；内閣府 『県民経済計算年報』 (平成14年版)；
東京都 『都民経済計算年報』 (平成11年度) から作成｡



続けているのが運輸・通信業である｡ 統計の都

合上､ 運輸業と通信業で同一に集計されている

が､ この背後にあるのは､ 情報通信業の労働生

産性の上昇である｡

� サービス業の規模の経済

東京都のサービス業の労働生産性については､

比較的安定して他県よりも高くなっていること

をみた (図７)｡ 一般にサービス業には､ 人口

についての規模の経済があると言われる｡ これ

について確認しておこう｡ 規模の経済とは､ 生

産活動において､ 固定費用が存在するため､ 人

口が多い地域ほど平均費用が低下する現象であ

る｡ また､ 東京都では他県から流入する就業者

も多く､ 人口に比して需要が多いと考えられる｡

これらの理由により､ 東京都は他県に比べて､

サービス業で優位な労働生産性をもっていると

考えられる｡

図８は､ 各都道府県の人口とサービス業の労

働生産性の関係を示した散布図である｡ 労働生

産性を人口について回帰分析(17) した場合の予

測値をあわせて描画してある｡ おおよそ人口が

300万人前後でサービス業の労働生産性は上昇

に転じており､ 規模の経済が発生している可能

性を示唆している｡

４ 産業構造

前節まで実質賃金と労働生産性の格差を取り

上げてきた｡ 本章１節でみたように就業構造の

違いは､ 県民所得及び県内総生産の両方におい

て産業ごとの実質賃金や労働生産性の格差と同

様に､ １人当たりでみた地域間格差をもたらす｡

そのため､ この節では地域間格差の原因として

の産業構造に焦点を当てる｡

� 産業別就業者比率による地域間格差の存在

就業構造と就業者１人当たり県内総生産との

関係をみるため､ 各都道府県の産業別就業者数

の特化係数(18) を求め､ これと就業者１人当た

り県内総生産との相関係数を求めたものが表５

である｡

農林水産業・鉱業､ 建設業､ 公務といった産
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� 労働生産性に対し､ 人口の２次式として回帰分析を行った｡ なお､ 最小２乗法によると分散不均一性が検出さ

れたので､ 誤差項の分散は人口の２乗に比例すると仮定し､ 加重最小２乗法により回帰分析を行った｡

� 特化係数とは､ 構成比でみた全国平均に対する比率であり､ 微小な違いにも反応しやすい特徴を持つ｡
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図８ サービス業の労働生産性と人口 (2002)

(出典) 労働生産性として､ 内閣府 『県民経済計算年報』 (平成17年版) から ｢経済活動別県内総生産｣ を総務
省 『就業構造基本調査報告』 <http://www.stat.go.jp/data/shugyou/index.htm> の ｢産業別都道
府県別就業者数｣ で除した値を用いた｡ 人口は､ 内閣府 『県民経済計算年報』 (平成17年版) による｡



業に従事する就業者の比率が高い (より特化し

ている) 県では､ 就業者１人当たり県内総生産

が低く､ 不動産業､ 運輸・通信業での就業者の

比率が高い県では､ 就業者１人当たり県内総生

産が高いことがわかる｡

各都道府県の産業構造の特長について調べる

ため､ 産業別就業者の特化係数について､ 産業

間の相関係数を見たものが表６である｡

農林水産業・鉱業に特化している県では､ 建

設業や公務との関連が高く､ 不動産業､ 運輸・

通信業との関連が低い傾向が見られる｡ また､

製造業に特化している県では､ サービス業､ 公

務との関連が低く､ 電気・ガスなどのエネルギー

業との正の相関があることがわかる｡ また､ 不

動産業､ 卸売・小売業､ 金融・保険業の相互の

関連が高いこともわかる｡

このことは､ 地域間ごとに産業構造のパター

ンがあることを示唆している｡ クラスター分析

(後述の補論１を参照) と呼ばれる手法を用いて､

2002年の各都道府県を４グループに分類したの

が表７である｡
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表５ 就業者１人当たり県内総生産と産業別就業者
比率の相関係数 (2002)

就業者１人当たり県内総生産

農林水産業・鉱業
製 造 業
建 設 業
電気・ガス・水道業
卸 売 ・ 小 売 業
金 融 ・ 保 険 業
不 動 産 業
運 輸 ・ 通 信 業
サ ー ビ ス 業
公 務

－0.71
0.38
－0.62
0.11
0.14
0.36
0.65
0.63
－0.09
－0.65

(出典) 就業者１人当たり県内総生産は､ 内閣府 『県民経済計
算年報』 (平成17年版) による各都道府県の県内総生
産を県内就業者数で除した値である｡ 総務省 『就業構
造基本調査報告』 (平成14年) による各都道府県の産
業別有業者数の特化係数を求め､ 就業者１人当たり県
内総生産との相関係数を算出し､ 作成した｡

表６ 産業間の相関関係 (2002)

農林水産業
鉱 業

製 造 業 建 設 業
電気・ガス
・水道業

卸売・
小売業

金融・
保険業

不動産業
運輸・
通信業

サービス業

製 造 業
建 設 業
電気・ガス・水道業
卸 売 ・ 小 売 業
金 融 ・ 保 険 業
不 動 産 業
運 輸 ・ 通 信 業
サ ー ビ ス 業
公 務

-
++
-
-
-
--
--
-
++

-
+
-
-
-
-
--
--

+
-
-
--
-
+
++

-
-
-
-
-
-

+
++
+
+
-

++
++
+
-

++
+
-

+
- ++

(出典) 総務省 『就業構造基本調査報告』 (平成14年) から相関係数を算出し､ 作成した｡ 図中の符号は､ 相関係数の大きさであ
り､ (--：－1.0から－0.5)､ (-：－0.5から0.0)､ (+：0.0から＋0.5)､ (++：＋0.5から＋1.0) である｡

表７ 都道府県の分類結果 (2002)

農林水産業
・鉱業

建 設 業 製 造 業 卸売・小売業
金融・保険
・不動産業

運輸・通信業 サービス業 公 務

グループ１
グループ２
グループ３
グループ４

3.6
6.4
10.8
5.8

9.1
9.8
10.9
12.6

18.3
24.5
14.7
7.4

24.2
21.7
22.5
24.9

8.7
6.4
5.7
7.7

4.3
3.1
3.0
3.7

26.6
24.0
27.1
31.2

3.4
3.3
4.4
5.5

グループ１ 宮城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 石川県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 岡山県 広島県
山口県 香川県 福岡県

グループ２ 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 新潟県 富山県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県
三重県 滋賀県

グループ３ 青森県 岩手県 秋田県 和歌山県 鳥取県 島根県 徳島県 愛媛県 高知県 佐賀県 長崎県 熊本県
大分県 宮崎県 鹿児島県

グループ４ 北海道 沖縄県

(出典) クラスター分析 (補論１) により分類し､ 作成した｡ 上段の数値は､ 各グループに属する都道府県の産業別就業者比率の
平均値 (パーセント値)である｡



表７をみると､ グループ１では､ 他のグルー

プにくらべ､ 金融・保険・不動産業に就業者が

多く､ 農林水産業・鉱業に少ないことがわかる｡

また､ グループ２では､ 製造業での就業者比率

が高い｡ グループ３では､ 農林水産業・鉱業の

就業者比率が高く､ また､ 製造業の就業者比率

は低い｡ グループ４は特殊であり､ 属している

のは北海道と沖縄県である｡ このグループでは､

製造業の比率が低く､ 建設業､ サービス業への

就業者比率が高い｡

� 産業構造の違いの推移

クラスター分析を用いると､ 都道府県がそれ

ぞれどの程度類似しているかの数値を得ること

ができる (後述の補論１を参照)｡ 各グループが

どの程度類似しているかを表す数値として級間

分散 (Ｓ２) を､ 各グループ内でのばらつきを

表す数値として級内分散 (Ｓ１) を用いる｡ こ

れらの推移をグラフにしたものが図９である｡

級間分散が大きければグループ間の違いは大

きく､ 級内分散が大きければグループ内でのち

らばり (格差) が大きいことを表している｡ 元

となるデータが各年ではないため不連続である

が､ 1956年から1962年にかけて級間分散はやや

上昇しており､ グループ間の違いが生じている｡

また､ この時期の級内分散にほぼ動きはみられ

ず､ グループ内での格差に変化がなかったこと

を示唆している｡

1962年から1974年まで級間分散は低下してお

り､ グループ間の違いが縮小している｡ 一方､

この時期の級内分散は上昇しており､ グループ

内でのばらつきが拡がっている｡ 以上のことか

ら､ この時期の都道府県間の産業構造の違いは､

速いペースで低下していることがわかる｡

1977年以降も級間分散の低下は続いているが､

傾きはやや緩やかになっており､ グループ間の

違いの縮小のペースが遅くなったことがわかる｡

また､ 級内分散も縮小しており､ グループ内で

の格差が失われている｡ 以上のことから､ 1977

年以降どの都道府県も類似した産業構造に緩や

かに移りつつあることがわかる｡

１人当たり県民所得の変動係数を級間分散に

よって単回帰を行ったところ､ 級間分散､ すな

わちグループ間の違いが地域間格差の多くを説

明するという結果が得られた(19)｡ 図10は､ 変

動係数と推定回帰式から予測される変動係数の
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図９ 地域間の産業構造の違いの推移 (1956－2002)

(出典) 補論１に示した手順により､ 各都道府県のクラスター分析を行い､ 級内分散 (Ｓ１) 及び級間分散
(Ｓ１)を算出し､ 作成｡

� 回帰分析での決定係数は0.92であった｡ これは､ グループ間の産業構造の違いが地域間格差の多くを説明する

ことを示唆している｡



予測値の推移である(20)｡

地域間格差とグループ間の産業構造の違いに

は強い相関関係があることがわかる｡ しかし､

地域間格差は1965年から1970年までの期間及び

1974年から1989年までの期間では､ ゆるやかに

上昇しており､ 産業構造の違いの推移と一致し

ていない｡ この一致がみられない時期について

は､ 産業構造の変化以外の要素が影響したと考

えられる｡

� 各産業の地域間格差が及ぼす影響

各産業の１人当たり産業別県内総生産の地域

間格差 (以下 ｢各産業の地域間格差｣ という｡) が､

どれほど全体での地域間格差に影響を及ぼした

のかを定量的に把握しよう｡ 後述する補論２に

基づいて推計(21) された各産業の地域間格差の

推移をグラフにしたものが図11である｡

図11のそれぞれのグラフは､ 各産業の地域間

格差の大小の移り変わりを表している｡ 個々の

産業を見てみると､ 製造業が他の産業に比べて､
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図10 級間分散による変動係数の予測値と観測値

(出典) 本文中の回帰分析による推定回帰式に基づいて作成｡
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図11 各産業の地域間格差の推移 (1962－2002)

(出典) 補論２の手順により作成｡

� 各年の級間分散は､ 実際に得られた年の級間分散どうしの線型補間により算出し､ 観測値とした｡

� この推計では､ 地域間の労働生産性に差はないという仮定をおいている｡



高い数値を示しており､ 全体での地域間格差の

大きな要因になっていることがわかる｡ 次に大

きな要因となっているのが金融・保険業である｡

農林水産業・鉱業については､ 1962年で大きな

割合を占めていたが急速に低下し､ 1977年には

地域間格差の要因としての影響は小さくなった｡

また､ 地域間格差は､ 1962年以降低下傾向に

あるが､ 逆に製造業での地域間格差は1971年ま

で上昇していることが興味深い｡ 金融・保険業

での地域間格差は､ 1982年から1987年にかけて

上昇し､ 1992年に低下している｡ これは､ 日本

にバブル経済が発生した時期と一致している｡

また､ 2002年に通信・運輸業の地域間格差が上

昇している｡ これは後述するが､ 東京圏で情報

通信業の就業者比率が他県に比べ上昇したこと

が背景にある｡

Ⅲ 地域間格差の背景

地域間格差の各要因に関する考察の結果を踏

まえ､ 現在までの日本の地域間格差の背景につ

いて時期ごとにまとめる｡

１ 高度経済成長期

� 1950年－1962年

1950年から1962年にかけて､ 戦後の復興期を

終えた日本経済は､ 高度成長期を迎えた｡ この

時期の地域間格差は拡大しており (図４)､ ま

た上位県と下位県の比率の差も拡がっている

(図３)｡ 東京圏､ 大阪圏及び名古屋圏とその他

の地域との１人当たりの所得格差の拡大が問題

になった時期である(22)｡

この時期の産業構造は､ 大都市圏に製造業が

集中し､ 地方では農林水産業が主たる産業であっ

たというのが定説である｡ 各都道府県がどのよ

うな産業構造であったのか､ クラスター分析の

結果で確認しよう｡ 1962年の各都道府県の分類

は､ 表８のようになっている｡

各グループの平均産業別就業者比率を見てみ

ると､ 農林水産業・鉱業と製造業で大きな違い

がある｡ 表１から1962年の上位５県と下位５県

を読みとると､ グループ１に上位５県が入って

おり､ グループ４には下位５県中４県が入って

いることがわかる(23)｡ このことからグループ

１や２の地域が労働生産性の高い製造業に特化

したことが､ この時期の地域間格差拡大の原因

と考えられる｡

� 1962年－1972年

この期間は､ 高度経済成長期の後半である｡

製造業は､ 規模の経済を求めて生産を拡大して

いた時期であるが､ 同時に公害が問題化された
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表８ 都道府県の分類結果 (1962)

農林水産業
・鉱業

建 設 業 製 造 業 卸売・小売業
金融・保険
・不動産業

運輸・通信業 サービス業 公 務

グループ１
グループ２
グループ３
グループ４

10.8
32.4
42.5
52.1

6.2
6.4
5.3
5.4

37.8
24.1
17.6
9.9

19.0
14.6
13.6
12.7

3.3
1.9
1.6
1.3

7.3
6.5
5.6
4.9

12.4
10.8
10.5
10.5

2.9
3.1
3.0
3.0

グループ１ 東京都 神奈川県 愛知県 京都府 大阪府 兵庫県
グループ２ 埼玉県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 三重県 奈良県 和歌山県 広島県 山口県 福岡県
グループ３ 北海道 宮城県 栃木県 群馬県 千葉県 新潟県 山梨県 長野県 滋賀県 岡山県 徳島県 香川県 愛媛県
グループ４ 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 鳥取県 島根県 高知県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県

宮崎県 鹿児島県

(出典) 表７と同じ｡

� 1961年で東京都の１人当たり都民所得は､ 全県計の1.81倍であり､ 上位３県の平均は､ 全県計の1.56倍である｡

逆に下位３県の平均は､ 全県計の0.55倍となっている｡ (図３)

� 沖縄県については､ 1962年時点での就業構造のデータが得られなかったため､ このグループ分類には入ってい

ない｡



時期でもある｡ 公害の原因となる素材型重化学

工業を中心に製造業は､ 生産基盤を都市部から

地方へと移していった｡ この結果､ 地方の農業

に従事していた就業者は､ 新しい製造業に移動

し､ 地域間での産業構造の違いは縮小していっ

た｡

表９で1971年の産業構造をみると､ 1962年と

比べて､ どのグループとも農林水産業の就業者

比率が低下している｡ また､ 製造業では､ グルー

プ１の就業者比率が低下する一方､ 他のグルー

プは就業者比率を増加させている｡ 一般に経済

成長が生じる場合､ 地域間格差は逆Ｕ字型を描

くといわれる｡ 日本についても1955年から1974

年にかけての経済成長期に､ 地域間格差は逆Ｕ

字型を描いている(24)｡

この期間の地域間格差の動向について､ 詳し

くみてみよう｡ 都道府県間の産業構造の違いの

推移 (図９) において､ 1962年から1974年にか

けてグループ間の産業構造の違いは縮小傾向に

あることをみた｡ 同時期の地域間格差は､ 1961

年から1965年まで縮小しており､ グループ間の

産業構造の違いの低下と一致しているが､ 1965

年から1971年にかけての地域間格差は､ 緩やか

に拡大しており､ 産業構造の違いの縮小との一

致がみられない (図10)｡ 同じく図９をみると､

グループ内の格差を表す級内分散がこの時期に

上昇している｡ この時期の地域間格差の背景の

１つにグループ内での格差が拡がったことが考

えられる｡

また､ 各産業の地域間格差をグラフにした図

11をみると､ 1962年から1971年までに製造業の

地域間格差は拡大し､ 農林水産業や金融・保険

業の地域間格差は縮小している｡ このことから､

製造業での格差拡大圧力が農林水産業や金融・

保険業での格差縮小圧力を上回ったために､ 地

域間格差の緩やかな拡大につながったと考えら

れる｡ 製造業の地域間格差が縮小に転じた1971

年から､ 全体での地域間格差も縮小に転じてい

る｡

こうした製造業の地域間格差の拡大は､ 製造

業の労働生産性の上昇を示唆している(25)｡ 製

造業での労働生産性上昇の背景には､ 1960年代

の海外技術の導入が考えられる｡ 日本は､ 技術

提携などにより先進国から積極的に技術を導入

レファレンス 2006.４98

� クズネッツの 『逆Ｕ字型仮説』 という仮説がある｡ この仮説は ｢経済発展の初期に所得格差は拡大し､ やがて

成長の過程で格差は縮小する｣ というものである｡ この背景には､ 発展段階が農業から工業へと進むにつれて所

得格差は広がるので､ 労働移動が生じ､ 生産性の低い農業部門が縮小するにしたがって､ 所得格差は縮小に向か

うというメカニズムがある｡ 山下道子 『経済成長と国家間および国内の所得格差』 (ESRI Discussion Paper

series 114) 内閣府経済社会総合研究所, 2004.

同様に地域間格差についても逆Ｕ字型を描くことが J.G.Williamsonによって指摘されていることを中村・田

淵 (1996) は紹介している｡ 日本における１人当たり県民所得の変動係数でみた地域間格差も､ 1955年から1974

年までの期間に､ 逆Ｕ字型の形状を描いておりWilliamsonの仮説が当てはまっていることを示唆している｡

表９ 都道府県の分類結果 (1971)

農林水産業
・鉱業

建 設 業 製 造 業 卸売・小売業
金融・保険
・不動産業

運輸・通信業 サービス業 公 務

グループ１
グループ２
グループ３
グループ４

6.2
20.1
29.3
37.0

7.6
7.6
7.9
8.0

36.1
28.2
19.4
12.6

21.0
17.4
16.7
16.1

3.8
2.4
2.0
1.8

7.4
7.0
6.5
5.7

14.8
14.1
14.5
14.7

3.0
3.2
3.7
4.1

グループ１ 埼玉県 東京都 神奈川県 愛知県 京都府 大阪府 兵庫県
グループ２ 栃木県 群馬県 千葉県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 三重県 滋賀県 奈良県 和歌山県

岡山県 広島県 山口県 香川県 福岡県
グループ３ 北海道 宮城県 福島県 茨城県 新潟県 山梨県 長野県 鳥取県 徳島県 愛媛県 佐賀県 長崎県
グループ４ 青森県 岩手県 秋田県 山形県 島根県 高知県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

(出典) 表７と同じ｡



し､ 1970年の初めごろキャッチアップした｡ こ

うした技術進歩に加え､ 1965年から1970年まで

景気が拡大したこと(26) で､ 製造業の労働生産

性が上昇し､ 同産業の就業者比率の格差を強調

したことが､ この時期の地域間格差の拡大の原

因であると考えられる｡

1970年７月以降景気は後退し､ また､ 技術水

準も先進国にキャッチアップしたことから､ 製

造業での労働生産性の相対的な上昇が立ち止まっ

た｡ 1971年以降の地域間格差の急速な縮小は､

製造業の労働生産性による格差の発生理由が失

われたこと及び前述のように地方への製造業の

進出により産業構造の違いが縮小したことが背

景にあると考えられる｡

２ オイルショックからバブル崩壊まで

� 1973年－1980年

1975年以降､ 地域間格差の上下動は緩やかに

なっている (図４)｡ 1973年以前までは､ 地方に

生産性の高い製造業が進出したことを背景とし

て､ 地域間格差は縮小してきた｡ しかし､ ２回

にわたるオイルショックは､ その後の原材料価

格の高騰をもたらし､ 石油依存度の高い資源消

費型製造業を中心とする地方経済に打撃を与え

た｡ また､ 都市部で情報システムの発達と経済

のサービス化が進んだことにより生産性の高い

産業が発生したため､ 再び都市と地方の生産性

に格差が生じることとなった｡ これがこの時期

の地域間格差の動向の背景にあると考えられる｡

この時期の各地域の産業構造について確認し

ておこう｡ 表10は､ 1979年での各都道府県の分

類である｡

1971年と比べて､ どのグループでも農林水産

業・鉱業の就業者比率が低下し､ サービス業の

就業者比率が増加している｡ また､ 製造業の格

差も小さくなっており､ グループ１と２とで就

業者比率が逆転していることがわかる｡ また､

グループ４の建設業の比率が､ 8.0％から11.8

％まで上昇しており､ 地方での活発な公共事業

を反映していると考えられる｡

� 1980年－1989年

1979年から1989年にかけて､ 地域間格差は緩

やかな拡大を続けている (図４)｡ この期間は､

東京都の１人当たり都民所得が他県に比べて非

常に上昇した(27) 期間でもある｡ この期間の都
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� 労働生産性が地域間で同一であった場合､ その産業での地域間格差は (就業者比率の分散)×(労働生産性)２と

なる (補論２)｡ したがって､ 労働生産性が高くなると就業者比率の違いが強調され､ その産業での地域間格差は

拡大する｡

� ここでの労働生産性とは､ 就業者１人当たりでみた付加価値である｡ 景気循環に対して､ 企業による労働者の

調整にはラグが存在する｡ そのため､ 景気が拡大するとき労働生産性は上昇する｡ また､ 景気の拡大により投資

が行われると､ 資本装備率が上昇するので､ やはり労働生産性は上昇する｡

表10 都道府県の分類結果 (1979)

農林水産業
・鉱業

建 設 業 製 造 業 卸売・小売業
金融・保険
・不動産業

運輸・通信業 サービス業 公 務

グループ１
グループ２
グループ３
グループ４

4.2
11.4
19.6
21.9

8.9
9.1
9.9
11.8

28.4
29.2
22.1
13.3

24.6
19.9
18.8
20.9

4.3
3.2
2.7
2.7

7.4
6.6
6.2
6.4

18.6
17.2
17.0
18.7

3.2
3.4
3.6
4.5

グループ１ 埼玉県 東京都 神奈川県 愛知県 京都府 大阪府 兵庫県 福岡県
グループ２ 栃木県 群馬県 千葉県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 三重県 滋賀県 奈良県 岡山県 広島県

香川県
グループ３ 山形県 福島県 茨城県 新潟県 山梨県 長野県 和歌山県 鳥取県 島根県 山口県 徳島県 愛媛県
グループ４ 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 高知県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

沖縄県

(出典) 表７と同じ｡



市圏への転入超過率の推移を確認すると､ 東京

圏への純転入率はプラスであるが､ その他の大

都市圏への純転入率は､ ほぼゼロかマイナスで

ある(28)｡ この現象は､ 東京一極集中と呼ばれ

る｡

この時期の級間分散が緩やかな縮小をたどっ

ている (図９) ことからもわかるように､ この

時期の地域間格差の拡大原因は､ 産業構造の変

化とは考えられない｡ そこで､ 各産業の地域間

格差に着目してみよう (図11)｡ 金融・保険業

の地域間格差が､ 1982年から1987年にかけて上

昇しており､ これが同時期の地域間格差の拡大

の背景にあることがうかがえる｡ 東京都とその

他の県の労働生産性の格差の推移 (図６) をみ

てみると､ 1980年から1990年まで労働生産性の

格差は拡大している｡ さらに､ 個別産業での労

働生産性をみると､ 東京都における金融・保険

業の労働生産性の著しい上昇が生じており､ ま

た､ サービス業や建設業でも労働生産性の上昇

がみられる (図７)｡ 他県に比べて東京都の労

働生産性(29) が上昇したことが､ この時期の格

差拡大の原因であると考えられる｡

1980年代の後半に地価や株価などの資産価格

がファンダメンタルズからかい離して高騰する､

いわゆるバブルが発生した｡ 1980年代に進んだ

資産の蓄積という日本経済のストック化がバブ

ルの背景にある｡ 資産残高の増加した経済では､

資産価格の上昇が生じると､ 消費が刺激され､

経済活動は活発化する (資産効果)｡ 都市部での

地価バブルの発生は､ 都市部の経済を地方に比

べて相対的に活性化させたため､ このような地

域間の格差の拡がりにつながった｡

３ ｢失われた10年｣ から現在まで

� 1990年－2000年

1990年から2001年まで､ １人当たり県民所得

でみた地域間格差は縮小傾向にある (図４)｡

この背景には､ バブル崩壊による逆資産効果の

ため､ それまで地域間格差の拡大要因となって

いた東京都の都民所得が低下し､ 都市経済が停

滞したことが理由に挙げられる｡ 東京都とその

他の県の労働生産性の格差は1990年以降低下傾

向にある (図６)｡ また､ グループ間での産業

構造の違いも緩やかながら縮小している(図９)｡

この期間の地域間格差について､ 県民所得の

変動を構成要素の変動に分解し､ 分配面からの

格差要因をみてみよう(30)｡ 変動係数による格

差は､ 要素間格差と要素内格差の２つに分類で

きる｡ また､ 要素内格差は､ 構成要素単位での

格差の和として表すことができる(31)｡ 県民所

得の構成要素である雇用者報酬､ 財産所得及び

企業所得について地域間格差を算出し､ その実

数値の推移をグラフにしたのが図12である｡

要素間格差､ 要素内格差ともに1990年代はい

ずれも低下傾向にあるが､ 2001年以降､ いずれ

も拡大に転じている｡ 要素内格差をさらに雇用

者報酬､ 財産所得及び企業所得の３要素として

みた場合､ 格差の大きな原因となっているのは

雇用者報酬であり､ これは地域間格差とほぼ同

様な動きをしている｡ 次に大きな原因となって
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� 東京都の１人当たり都民所得の水準は､ 1980年から1989年までに､ ２位の県の1.1倍から1.3倍へと上昇し､ 大

きく引き離している｡

� オイルショック以降､ 大都市圏への人口移動がもっとも高くなった1987年についての転入超過数／総人口を調

べると､ 東京圏が0.14％､ 名古屋圏が0.01％､ 大阪圏が－0.01％である｡ 総務省 『住民基本台帳人口移動報告年

報』 <http://www.stat.go.jp/data/idou/index.htm>｡

� ここでの労働生産性とは､ 必ずしも技術的側面からみた ｢生産性｣ とは限らない｡ 資産効果による有効需要の

拡大により､ １人当たりの ｢生産｣ が上昇したと考えるほうが自然であろう｡

� 1990年以降の県民所得のデータはオンラインで提供されており､ 加工・作業が容易である｡ そのため､ 要素分

解することで1990年以降についての動向をより詳しくみることができる｡

� 補論２を参照｡



いるのは､ 企業所得である｡ 企業所得は1993年

まで低下傾向であったが､ 1994年以降は､ 全体

の格差が縮小する中で逆に格差が拡大している

ことがわかる｡ 財産所得には､ あまり大きな格

差がみられない｡

� 2000年－

近年の県民所得の動向についてみておこう｡

図13は､ 2003年の１人当たり県民所得の対前年

上昇率について各地域別に集計し､ 構成要素別

の寄与度を求めたものである｡

2003年での全県計でみた１人当たり県民所得

の成長率は､ 景気の回復を反映してプラスであ

る｡ 各地域でみた場合､ 北海道・東北を除く地

域で１人当たり県民所得の成長率はプラスとなっ

ており､ なかでも関東､ 中部地方での上昇が著

しい｡ 要素別の寄与度をみると､ いずれの地域

でも雇用者報酬の上昇率はマイナスである一方､

企業所得の上昇率はプラスである｡ 財産所得に

ついては地域ごとに動向が異なる点が興味深い｡

１人当たり県民所得の変動係数でみた地域間

格差は､ 1990年から2001年を通して低下傾向に

あったが､ 2002年以降は上昇している (図４)｡

日本経済は､ 2002年１月を景気の谷として現在

回復局面にある｡ 第Ⅰ章で見たように景気の回

復局面では地域間格差が拡大する場合が多い
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図12 構成要素別にみた地域間格差 (1990－2003)

(出典) 内閣府 『県民経済計算』 (平成15年度) から算出し､ 作成｡
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図13 １人当たり県民所得の対前年上昇率の要素別寄与度 (2003)

北海道
・東北

関 東 中 部 近 畿 中 国 四 国 九 州 全県計

(出典) 内閣府 『県民経済計算』 (平成15年度) から作成｡



(表２)｡

また､ 都道府県間の産業構造において､ 近年

注目すべき業種として情報通信業が挙げられる｡

2002年での情報通信業に従事する就業者の比率

は､ 東京都､ 神奈川県､ 千葉県及び埼玉県の４

県の平均値が5.08％であるのに対して､ それ以

外の県の平均値は1.43％である(32)｡ このように

比較的大きな地域間格差が情報通信業で生じて

いることは注目に値する｡ これについて､ 詳し

くみてみよう｡

表11は､ 情報通信業に中分類される５つの産

業について､ 全産業からみた従業者比率､ 従業

者比率の対前回上昇率及びその寄与度を東京都

及び東京都を除く全国ごとにまとめたものであ

る｡ 情報通信業全体では､ 東京都を除く全国の

従業者比率が1.67％であるのに対し､ 東京都は

8.27％と非常に開きがある｡ 従業者比率を中分

類でみると情報サービス業(33) での開きが大き

く､ 東京都と東京都を除く全国とで4.24％ポイ

ントの差があることがわかる｡

高度成長期に見られたように､ ある地域で高

い生産性を持つ産業が発生し､ それに牽引され

る形で経済成長が生じた場合､ その地域での相

対的な所得増加によって地域間格差が発生する｡

しかし､ 技術､ 労働及び資本といった産業に必

要な要素が地域間で移動可能であれば､ やがて

それらの産業は他の地域へと波及し､ 均等化す

るため､ 地域間格差は縮小する｡ これが経済成

長時に地域間格差が逆Ｕ字型を描く背景にある｡

2003年での地域間格差の拡大が､ 近年の I T革

命に象徴される知識集約的な情報サービス業の

生産性の上昇によるものであれば､ 時間の経過

とともに各地域へと波及し､ やがて地域間格差

は縮小する可能性も十分に考えられる｡

おわりに

地域間格差の問題で､ 常に生じるのは所得移

転の問題である｡ 地域間に所得の違いがあると

き､ 公的機関により所得の再分配がなされる｡

また､ 同じような目的で､ 産業の少ない地方に

公共事業を行う需要政策がとられることもある｡

これらのことは､ 今回本稿では取り上げていな

い｡ しかし､ クラスター分析による都道府県間

の分類の推移をみると､ 地方 (グループ４) で

の建設業の就業者比率が高度成長期後半に上昇

していることがわかる｡ これは､ 自律的に建設

業の比率が上昇したのではなく､ 公的機関が生

産性の低い地方に公共事業を発注することで成

長した可能性がある｡ 地域間格差を縮小させる

ための政策が､ その地域の産業構造を変化させ､

将来にわたり持続的な影響をもったことは非常

に興味深い｡ これらの公的機関による所得の再

配分政策及び需要政策についての考察は別の機

会に譲りたい｡
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� 総務省 『就業構造基本調査報告』 (平成14年)による｡

� 情報サービス業には､ ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業が含まれる｡

表11 情報通信業 (中分類)による比較 (2004)

東 京 都 東京都を除く全国

従業者比率
(％)

対前回上昇率
(％)

寄 与 度
(％)

従業者比率
(％)

対前回上昇率
(％)

寄 与 度
(％)

通信業
放送業
情報サービス業
インターネット附随サービス業
映像・音声・文字情報制作業

0.66
0.22
5.27
0.22
1.89

－12.8
1.9
19.0
242.2
13.0

－1.4
0.1
11.8
2.2
3.0

0.29
0.10
1.03
0.02
0.24

－36.5
9.2
16.1
206.1
11.6

－10.0
0.5
8.6
0.7
1.5

情報通信業 (合計) 8.27 15.6 15.6 1.67 1.4 1.4

(出典) 総務省 『事業所・企業統計調査』 (平成16年､ 平成13年) から作成｡



補 論

補論１ クラスター分析

クラスター分析とは､ 各標本の特性値間の距

離などの指標に基づいて､ 各標本をクラスター(34)

に分類する手法である｡

都道府県間の分類には､ ｋ平均法という基本

的な分類方法を用いた｡ これは都道府県をｋ個

のグループに分類する｡ 手順としては､ 次のよ

うな流れになる｡

１ 任意のｋ個の県を選び､ グループの平均

的な県 (基準県)とする｡

２ 各県について､ もっとも類似(35) した基

準県をもつグループを探索し､ そのグルー

プに分類する｡

３ すべての都道府県の分類が終了したら､

各グループごとに再び基準県(36) を計算す

る｡

４ ３の新たな基準県を用いて､ ２の手順を

再度行う｡ 前回得られたグループ分類と違

いがなければ分類を終了し､ 異なる場合､

３の手順に進む(37)｡

分析の結果､ 級内分散 (Ｓ１) 及び級間分散

(Ｓ２) という２つの数値が得られる｡ 級間分

散とは､ 各グループの基準県間の偏差平方和を

(グループ数－１) で除したものである｡ 級内分

散とは､ 各県とその県が属するグループの基準

県との偏差平方和を (県数－グループ数) で除し

たものである｡ 級間分散が大きいほど､ 分類さ

れたグループ同士が離れていることになる｡ ま

た､ 級内分散が小さいほど､ グループ内での収

まりがよいことを示す｡ 都道府県を分類した場

合の説明力を級間分散(Ｓ２)と級内分散(Ｓ１)

との比率 (Ｓ２/Ｓ１) とした場合､ この比率が

高ければ各都道府県のグループ分類がより明瞭

であることを意味する｡

実際の分類では､ 各都道府県の就業者でみた

産業構造のデータとして､ 総務省 『就業構造基

本調査報告』 (各調査年)の ｢産業別有業者数｣

を用いた｡ １人当たり県民所得との関連を調べ

るため､ 総数で除した100分率の数値を用い､

都道府県を４つのグループに分類した｡

補論２ 変動係数の分解

推計のためのモデルは次のとおりである｡

�県の県内総生産を��､ 産業数を�､ �産業

の産業別県内総生産を���とし､ ����
�

�� ����

とする｡ 産業別労働生産性をτ�とし､ すべて

の県で同一であることを仮定する｡ 産業別就業

者数を���とし､ ����τ����とする｡ 就業者数

を��､ １人当たり県内総生産を�����/��､ �

産業の１人当たり産業別県内総生産及び就業者

比率を�������/��､ �������/��とする｡ このと

き次式が成立する｡

���
��

��

� �
�

���

���

��

� �
�

���
���

� �
�

���

���

���

���

��

� �
�

���
�����

�に関する分布であることを強調するために

���､ ���に対して�･�､ �･�という変数を用いる｡

１人当たり県内総生産の平均値を�､ 都道府

県数を	とする｡ このとき変動係数
�は､

次のように分解できる｡
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� 群､ 級､ グループとも呼ばれる｡

� 都道府県間の類似の評価として､ 次の式を用いた｡

地域Ａと地域Ｂの類似の程度＝ ��
���(地域Ａのｊ産業の就業者比率－地域Ｂのｊ産業の就業者比率)�

2

� この基準県は､ グループ内の平均的な県として計算されるもので､ 現実に存在する特定の県ではない｡

� このアルゴリズムは､ 必ずしも最適な分類にいたるわけではない｡ そのため､ 何回かの試行を行い､ もっとも

当てはまりのよい分類を最終的に選択する｡ 評価の基準は､ 級間分散と級内分散の比率 (Ｓ２/Ｓ１)を用いた｡
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��	��は分散､ ����は共分散である｡

�はある標本��が個々の要素���の�につい

ての和であるとき､ ��の変動係数が個々の要

素���の�についての分散の和及び個々の要素

同士の共分散の和とに分解できることを示して

いる｡ 個々の要素の分散 ��	��･�) は変数 �･�

の分布の散らばり (格差) の指標となるため､

個々の要素の分散の和を要素内格差､ 個々の要

素間の共分散の和を要素間格差という｡ また､

特に�･�を�産業の１人当たり産業別県内総生

産の分布として捉えるとき､ ��	��･�) は�産

業の地域間格差の指標とみなすことができる｡

この場合は､ 特に要素内格差を産業内格差､ ま

た､ 要素間格差を産業間格差として本文中で用

いた｡ このモデルでは､ �のように個々の産業

内格差が､ 各産業の就業者比率の分散にその産

業の労働生産性の２乗値を乗じたものとして与

えられる｡

以上から､ 各産業の地域間格差が１人当たり

県内総生産の地域間格差に及ぼした影響を定量

的に分析することができる(38)｡ 当てはめる数

値として､ 就業者比率は､ 総務省 『就業構造基

本調査報告』 (各調査年) を用いた｡ また､ 各年

の産業別労働生産性として､ 内閣府 『国民経済

計算年報』 (平成17年版)による ｢経済活動別国

内総生産｣ を ｢経済活動別の就業者数｣ で除し

たものを用いた｡

この変動係数の分解モデルの説明力について

みてみる｡ モデルから得られた１人当たり県内

総生産の変動係数を説明変数とし､ １人当たり

県民所得の変動係数を被説明変数として､ 最小

２乗法により回帰分析したところ､ 決定係数は

0.78であった｡
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� なお､ 変動係数の２乗についての総和であり､ 単純な総和ではないため､ 構成比を計算することはできない｡


